
別紙 1

計算書類に対する注記 (法人全体用)

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況 'ま 有 |,ま せ～

2.重 要 な会 計 方 針

1.継 続事業の前提 に関す る注記

重要な会計方針の変更

持 ,二 なし

法人で採用す る退職給付制度

(3)有価証券の評価基準及び評価方法

当法
'、「

有価証券が有 1'ま す
.

・満期保有目的′)債権等―償却原価法 (定額法
'

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年 3日 31日 以前に

'得
した有形固定資産

取得価額の10%を 表存価頷と。取得価額 :こ 償却卒を栞ずるする定額法_耐用年数到来時

|こおいても使用する資産はそ,1ま での償却方法を延長し備忘価額 (1円 )ま で債却を行う

・平成19年 1月 1日 移行に取得した有形固定書産

要存価額をゼロとし償却果計額が取写価額から備忘価額 (1円 )を控除した金額、こ達する

まで償却する、債コ率を乗する定額法.

・無形固定責産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を桑する定額法 .

(2)引 当全の計上基準

・退職給与引当全

石川県全沢市社会福祉協議会退職共済制度、こ基づき.期末退職全要支給額を計上してtヽ ます _

・賞与引当全 職員に対する賞与の文t(■ 備えるた0.支給見込額のうち当年度 |こ帰属する額を計上してtヽ 三十

3

4

加入している退職共済制度は.,矢 のとおつてす.

・確定1■ 付型退職檜仕制度 ― 百川県金沢市社会福祉協議会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人医療福祉機構が王催する退職共済制度

5.法 人が作成す る計算書類等 と拠点区分、サー ビス区分

当法人が作成する計算書類 |ま ,'下の通 ),に なって1ヽ ます.

(1)法 人全|ヽの計算書類

(第 1号の 1様式、第 2号の 1様式.第 3号の 1様式)

(第 1号の 3様式、第 2号の 3様式.第 3号の 3様式)

(2)社会福祉事業.公益事業区分にお |す る事業区分計算書

(第 1号 ′)2様式.第 2号の 2様式.第 3号の 2様式 )

(3)本部.愛育保育園.福祉センタ~.き つき苑、児童クラブ.居宅介護支援拠点区分、こお ,ブ る拠点区分計算書

{第 1号の4様式、第 2号の■様式.第 3号の 4様式 )



6.基 本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額ほ以下の とお ′1~で す

:亥 当なし

(単位 :円 ,

基本財産の種類 前期末技高 当期増加額 当期減少額 当期末,高

土 地 101.994.000 101.991.000

建物 2'.193.526 2.081.C)08 25.709.51S

定期預金

合 計 129.「 S「 .526 2.084.00S 1,7.,03.51S

7.基 本金又は固定資産の売却若 しくは処分に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

8 満期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額 、時価及び評価損益

有価証券わ
`1・

資産状況 |ま 各拠点参矮.

担保 に供 している責産

該当たし

関連当事者 との取引の内容

該当なし

重要な偶発債務

該当なし

重要な後発事象

該 当な し

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態 を明 らかにするために必要な事項

9

10

11

12

13

(1)会計処理上の見積方法′)変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理 1■ 間する事項  諄当●し

(3)勘定料目′)内容 |こ ついて特に説明を要する事項 ― 該当なし

(■ )法令.所轄庁の通輛等で特に説明を求ヽられている事項 ― 該当なし



別紙 2

計算書類に対する注記 (本部用 )

1.継 続事業の前提に関す る注記

経続事業の前提に重要な疑義を生 1:さ せる事象や状況は有‖ません

2.重 要 な会 計 方 針

3.重 要 な会計方針の変更

(1'固定資産の減価償却の方法

・平成19年 3日 31日 以前、こ取得した有形固定資産

取得価頷の10',を 残存価頷とし取得価額に償却率を乗ずるする定預苦.耐月■数到来時

,こ おいても使用十る資産|よ それまでの償却方法を延長し備忘価額、1円 )ま ‐償却を行う

・平成19年 1月 1日 移行:こ 取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額 (1円 )を 控除した全額、1達‐‐る

まで償却する.償却率を栞する定預法.

・無形固定着産

当初よい残存価額をゼロとし.償却卒を桑→`る定頷法_

(2)引 当金の計上基準

・賞与引当全 該当なし.

(3)有価証券の評価基準及び評価方法

当施設に有価証券 |三 あいます.

・満期保有目的の債権等―償却原価二 t定額法)

4.採 用する退職給付制度

該当なし

該当な し

5.拠 点が作成す る計算書類等 と拠 点区分

6.基 本財産の増減の内容及び金額

当|に点が作成する計算書類|ま以下の通りこヽなっています
.

(1)本部の計算書類 (第 1号の 4様式.第 2号の■様式.第 3号の4様式)

(2,本部拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 4)|工省略している.

(3)本部拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3)'ま省略している.

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです
.

(単位 :円 ,

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地

建物

定鶏預金

合計



7_基 本金又は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

該当な t

8.満 期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

9.関 連 当事者 との取 引の内容

10

該当なし

重要な偶発債務

該当なし

重 要 な後発 事 象

該当なし

その他 社 会 福 祉 法 人 の 資金 収 支 及 び純 資 産増 減 の状 況 並 び に資産 、負債

及 び純 資 産 の状 態 を明 らか にす るた め に必 要 な事 項

トヨタ自動車株式会社第25回 無担保社債 (ウ ーー′ンブラネット債):購 入額10.000.010円  購入直後|二 D́き 評価損等ほ十表記

11

12

(1)会計処理上の見積方法・r変更 ― 該当たし

12)新 た,こ採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(13｀ 勘定■日の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

14)法 令.所轄庁の通知等で持 |こ説明を求められている事項 ― 該当なし



別 紙 2

計算書類に対する注記 (福祉センター用)

1.継 続事業の前提 に関す る注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません

2.重 要な会計方針

重要な会計方針の変更

特になし

採用す る退職給付制度

5.拠 点が作成す る計算書類等 と拠 点区分

6.基 本財産の増減の内容及 び金額

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年 3月 31日 以前、こ取得した有形固定資産

取得価頷の10'iを ,存価額とし取得価額 ,こ 偕却卒を幸するする定額法.耐用年数到来時

.こおいても使用する資産 '■ それまでの償却方法を延長し備忘価額、1円 ,ま で償却を行う.

・平成19年4月 l曰 移行に取得した育形固定資産

残存価額をゼ=と し償却累計頷が取得価額つ,ら 備忘価額 (l円 |を控除した金額 .■ 達する

まで償却する.償却
=を

兼する定額法.

・無形固定責産

当初よつ残存価額をゼロとし.償却卒を栞ずる定額法 .

(2)引 当全の計上基準

・退職給与引当全

石川県全沢市退職共済制度に基づき.期 末退職至要支檜額を計上しています.

・賞与引当全 .臓員 ,■ 対十る賞与の支綸 ,二 備えるため、女給見込額のうち当年度に帰属十る額を計上して

当施設 i二 有価証券及びリース責産 .ま 有りませ″.

・ヽ ●十

3

4

加入し
´

1｀ る退職業済制度は.:矢 のとお ,|で す
.

・確定治付型退職給r-1制 度 ― 百川県全沢市社会福祉協議会が主催■る退職上済制度

当注
'、

が作成する計算書類 |ま 以下の適 |,に なつています
.

(1｀ 福祉センタ~拠点区分の計算書類 (第 1号の 4様式.第 2号の4様式.第 3号の■様式
'

(2｀ 福祉センタ~拠点区分事業活動明細書 (会計基準別訳 4)|ま省略している.

(3)福祉センタ~拠 点区分資金収支明細書 (会計基準別報 3)は省略している.

基本財産の増減の内容及び全額は以下のとおりで十
.



(単位 :円 )

基本財産の種類 前期末摯高 当期増加額 当期減少額 当期末摯高

土地 87.437.618 27.437.61S

建物 12.198.'54 0「 l,「 38 ll.527.016

定期預金

合 計 39.636.102 6,1.738 3S.961.66Ч

7.基 本金又は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

8

該当なし

満期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額 、時価及び評価損益

該当なし

担保に供 している資産

該当なし

関連当事者 との取引の内容

該当な し

重要な偶発債務

該当なし

重要な後発事象

該当なし

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明 らかにするために必要な事項

(1)会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

(4)法令、所縮庁の通知等で特に説明を求められている事項 ― 該当なし

9

10

11

12

13



別l糸氏2

1.継 続事業の前提 に関す る注記

計算書類に対する注記 (さ つき苑用)

継続事業の前提 t二 重要な疑義を生じさせる事象や状況は有 hません

2_重 要 な会 計 方針

3.重 要 な会計方針の変更

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年 3月 31日 以前に鳳得した有形固定姜産

取得価額つ 10・ ,を 要存価額とし取得価頷 ,■ 償却卒を喪する■‐る定額法.耐用年数到キ時

、こおいても使用■~る
責産|ま それまでの償却方法を延長し備

=価
額 (1円 )ま で債却を行う.

・平成19年1月 l日 ,行 に取得した有形固定姜産

桟存価額をゼロとし償却果計額が取得価額■・ら備盲価額 (1円 )を控除した金額に達する

まで償却する.償却事を乗する定頷法.

・無形固定資産

当初よつ崚存価額をゼロとし.1資 却卒を柔する定額法.

12)引 当金の計上基準

・退職給与引当全

●川県金沢市退職共済制度に基つき.期末退職全要支檜額を計上しています
.

・賞与引当全¨職員、こ対する賞与の支結 こヽ備ぇるた0.支檜見込額のうち当年度に帰属する額を計上してい三十
.

(3,有価証券の評価基準及び評価方法

当施設、■有価証券はあります
.

・満期保有目的の債権等―償却原価法 (定額法｀

4_採 用する退職給付制度

5.拠 点が作成す る計算書類等 と拠点区分

6.基 本財産の増減の内容及び金額

加入している退職共済制度は.:人 のとおりです.

・確定給付型退職結付制度 一 石川県全沢市社会福祉協議会が王催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 ― ■立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

特になし

当施設が11成 する計算書類 |■ 以下の通り:こ なっています
.

(1'き つき苑拠ど区分の計算書類 (第 1号の 4様式.第 2号の■様式.第 3号のユl・兼式｀

(2)き つき苑拠点区分事業活動明和書 (会計基準別紙■)|ま 省略している.

(3)さ つき苑拠点区分■金収支明細書 (会計基準別紙 3)|ま省略している.

基本財産の増減の内容及び金額ほ以下のとおつです.



(単位 :円 )

基本財産の種類 前期末要高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 52.13S.21S 52.13S.21S

建物 12.92S.「 05 l.032,282 11.896.123

定期預金

合 計 65.366.953 1.032.2S2 64.334.671

7.基 本金又 は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

該当なし

8.満 期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

9

10

11

12

13

担保に供 している資産

該当な し

関連 当事者 との取引の内容

該当なし

重要な偶発債務

該当なし

重 要 な 後 発 事 象

該当なし

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態 を明 らかにするために必要な事項

大和証券G本 社社債 :購入額10.000.000円  時価10.031.000円  評価益31.000円 .

アリアンツ生命年全保険 :購入額5.000.000円  積立額6.099.45S円  評価益99.45S円

第317回 利付国債 (10年 ):購 入額15.000.000円  時価嗜 OSl.150円  評価益Sl.150円

第1ロ トヨタ自動車■型株
=購

入額10.598.864円  T句 定金額10.599.000円  評価益136円

(1)会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(3)勘定科日の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

(4)法令、所轄庁の道知等で特に説明を求められている事項 ― 該当なし



別 紙 2

計算書類に対する注記 (愛育保育園用 )

1_継 続事業の前提 に関す る注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有 ||ま せん.

2.重 要 な会 計 方 針

重要 な会計方針の変更

特になし

採用する退職給付制度

5.拠 点が作成す る計算書類等 と拠点区分

6.基 本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減 ′)内容及び金額は以下のとおりです.

(1)固定資産の減価償却つ方法

・平成19年 3月 31日 以前に取得した有形固定資産

取得価額の101,を 残存価額とし取得価額に償却率を乗するする定額苦.耐用年数到来時

、こおいてし使用十る育産ほそァ1ま ~つ 償却方法を延長し備忘価額 (1円 )ま で償却を行う.

・平成19年 1月 1日 移行に取得した有形固定,産

残存価額をゼ=と し償却果計額が取得価額う・ら備忘価額 (1円 )を控除した金額に達‐‐る

まで償却する.償却卒を乗する定額法.

・無形固定資産

当初よヤ1要 存価額をゼロとし、償却卒を乗ずる定額法.

(2'弓 1当 全の計上基準

・退職給与引当全

●川県金沢市退職共済制度に基づき.期末退職全要支拮額を計上してい
=す

.

・賞与引当全 腋̈員 ,こ 対する賞与の支■、こ備ぇるため.支給見込額のうら当年度に掃R十ろ額を計_Lし
~

当法人、こ有価証券及びリース資産 'ま 育りません
.

3

4

加入している退臓共済制度は.次のとおつです
.

・確定給付型退職給付制度 ― ●川県金沢市社会福祉協議会が主催する退職共青制度

・確定拠出型退職給げ制度 ‐―独立行政法人医療福祉機構が王催する退職共済制度

当拠点が作成する計算書類は以下の通 |,、 こなってtヽ ます
.

(1)愛育保育国拠点区分の計算書類 (第 1号 ′)4株 式.第 2号の■様式.第 3号の 1様式)

(2)贅育保育園拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 4)|ま 省略している.

(3)愛育保育園拠点区分資金1ス支明細書
`会

計基準別紙 3)lま省略している.

.ま ―
■



(単位 :円 )

基本財産の種類 前期末残高 当期増加頷 当期減少額 当期末要高

土地 22. llS. 104 28.lIS.104

建 物 3.117.651 3F9.9SS 2.73'.6ヽ 3

定期預金

合計 25.235.755 3「9.9SS 24.S55.76「

7.基 本金又は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

該当なし

8.満 期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

9

該当な し

担保に供 している資産

該当たし

関連 当事者 との取引の内容

該当なし

重 要 な偶 発債 務

該当なし

重要 な 後発 事 象

該当なし

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明 らかにするために必要な事項

10

1  1

12

13

(1)会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 ― 該当なし



別 紙 2

計算書類に対する注記 (児童クラブ用)

1.継 続事業の前提 に関す る注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有′|ません

2.重 要 な会 計 方 針

重要 な会 計 方 針 の 変 更

特にな し

採用す る退職給付制度

加入してt｀ る退職共済制度は、次のとおつです
.

・確定給付型退臓給付制度 ―
`川

県金沢市社会福祉協議会が主催する退職共済制度

5.拠 点が作成する計算書類等 と拠点区分

当拠点が作成する計算書類|,以 下の通 ))(■ なっています
.

(1)児童クラブ拠点区分の計算書類 (第 1号 ′)4株式.第 2号●・ 4様式.第 3号 つ4様式｀

(2｀ 児童クラブ拠点区分事業活動明細書 (会計基準BII櫃 ■)|ェ省略している.

(3)児童クラブ拠点区分資金1ス支明細書 ,会計基準別紙 3)lよ省略している.

6.基 本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおつです

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年 3月 31日 以前、こ取得した有形固定書産

取得価頷の10ヽ を残存価額とし取得価頷 |こ 償却卒を乗するする定額法.耐用年数到栞時

|二 おいても使用する資産はそれま~の償却方法を延長し備忘価額 tl円 )ま で償却を行う.

・平成19年1月 l曰 移行に取得した育形固定☆産

■存価額をゼロとし償却累計額が取得価額か ,b備忘価額 (1円 |を控除した金額に達する

まで償却する.償却卒を乗する定頷法_

・無形固定贅産

当初よつ驚存価額をセ,と し.償却率を栞する定額法_

(2)引 当全め計上基準

・退職給与引当全

●川県全沢市退職共済制度に基つき.期末退職金要支給額を計上して1ヽ ま十
.

・賞与引当全 職員に対する賞与の文拮 こヽ備ぇるた0.支t見込敏
'う

ち当年度に帰属する額を計上してい■十_

当法人に有価証券及びリース資産 '■ 有 |]ま せん
.

3

4



(単位 i円 )

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土 地

建物 -151.584 -151.5S4

定期預金

合 計 -451.584 -151.5Sl

7.基 本金又は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

該当なし

8.満 期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額 、時価及び評価損益

9

10

11

12

13

該当なし

担 保 に供 して い る資 産

該当なし

関連 当事 者 との 取 引の 内容

該当な し

重要な偶発債務

該当なし

重 要 な 後 発 事 象

該当なし

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態 を明 らかにす るために必要な事項

(1)会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 ― 該当なし



計算書類に対する注記 (居宅介護支援拠点区分用 )

継続事業の前提 に関す る注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません

重 要 な 会 計 方 針

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月 31日 以前に取得した有形固定資産

取得価額の10。 .を残存価額とし取得価額、■償却卒を桑―やるする定額法.耐用年致到来時

(こ お t｀ ても使用する資産はそれまでの償却方法を延長 し備忘価額 (1円 )ま で償却を行う.

・平成19年1月 1日 移行に取得した有形固定貪産

残存価額をゼ匡とし償却累計額が取得価額'・ ぅ備忘価額 (1円 )を 控除した金額に達する

まで償却する、償却卒を乗する定額法.

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし.償却率を柔する定頷法.

(2)引 当全の計上基準
・退職給与引当全

石川県全沢市退職共済制度に基づき.期末退職全要支檜額を計上して1ヽ ま■
.

・賞与引当全 ・職員II対する賞与の支給に備ぇるた0.支給見込額′)う ち当年度、こ帰属ずる額を計上してヽヽます.

当施設に有価証券及びリース責産|ま 有りませた.

3.重 要な会計方針の変更

特になし

採用す る退職綸付制度

加入している退職共済制度は.次のとおりです
.

・確定綸付型退職綸付制度 一 石川県全沢市社会福祉協議会がI催・
~る

退職 +「 済制度
・1=定拠出型退職給付制度 ― 独立行政

=人
医療福祉機構が主催する退職共済制度

拠点が作成す る計算書類等 と拠点区分

当施設が

`1成

する計算書類は以下の通 1,|こ なつています
.

11｀ 居宅介護支援拠点区分の計算書類 (第 1号の 4様式.第 2号の■様式.=3号 の4様式 )

(2)居宅介護支援拠点区分事業活動明細書 会ヽ計基準ら|∫紙 4｀ |=省 略してヽヽる.

(3｀
=宅

介護支援拠点区分資金収支明細書 、会計基準別報 3''I省略している.

6.基 本財産の増減の内容及び金額

2

4

5

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとお ,,~あ る.

(単位 :円 ヽ

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末要高

土地

建 物

定期預金

投資有価証券

合計



7 基本金又は固定資産の売却若 しくは処分 に係 る国庫補助金等特別積立金の取崩 し

該当なし

満期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

担保 に供 している資産

該当なし

関連 当事者 との取引の内容

該当なし

重要な偶発債務

該当な し

重要な後発事象

該当な し

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態 を明 らかにす るために必要な事項

8

9

10

11

12

13

(1)会計処理上の見積方法の変更 ― 該当なし

(2)新たに採用した会計処理に関する事項 ― 該当なし

(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 ― 該当なし

(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 ― 該当なし


